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1Ⅰ.現状と課題

◆ 河道の維持管理【ハード】◆ 河川管理施設の適切な維持管理【ハード】

・河道内の樹林地の拡大箇所等において、流下能力維持
ため、適正な河道断面の確保が必要

・河床、河岸の洗堀から河川管理施設の防護が必要

・河道内の樹林地の拡大箇所等において、流下能力維持
ため、適正な河道断面の確保が必要

・河床、河岸の洗堀から河川管理施設の防護が必要

河道内樹林地の拡大

・設置後20年を経過した施設が約6割を占めるため、老朽化度合
に配慮した効率的な機能点検が必要

・宮城県沖地震に備えた施設対策が必要
・堤防植生の適正かつ効率的な管理の確立が急務

・設置後20年を経過した施設が約6割を占めるため、老朽化度合
に配慮した効率的な機能点検が必要

・宮城県沖地震に備えた施設対策が必要
・堤防植生の適正かつ効率的な管理の確立が急務

＜樋門等の設置箇所数(5年毎)＞
護岸の崩壊状況

昭和46年

17.0k
16.4k

平成12年

17.0k
16.4k

Ｓ５８設置三本木排水機場
計画的に補修対策が必要

樋門等の老朽化による
クラックの補修が必要

管理橋塗装の劣化対策が必要

堤防を劣化させる有害植生（特
にｲﾀﾄﾞﾘ）の侵入への対策が必要
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設置後設置後2020年を経過年を経過
4141箇所箇所

現在の河川管理施設現在の河川管理施設 6464箇所箇所
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＜堤防整備延長＞

排水ポンプ車稼働状況

排水ポンプ車：３台(水系内)

鈴根五郎排水機場(大崎市)

◆ 危機管理体制【ソフト】

排水機場：６箇所

・発生確率９９％の宮城県沖地震、津波対策への対応
・地域住民や地方自治体への情報提供や避難行動支援
・配備した排水機場・排水ポンプ車の適切な操作
・水質事故等への迅速な対応

・発生確率９９％の宮城県沖地震、津波対策への対応
・地域住民や地方自治体への情報提供や避難行動支援
・配備した排水機場・排水ポンプ車の適切な操作
・水質事故等への迅速な対応



2Ⅱ.河川維持管理の基本的な方針

河川維持管理計画

状態を常に監視

状態を機動的に改善

状態の評価

河川カルテの作成

サイクル型維持管理

監視－評価－改善

必要に応じ計画を見直し

常に状態が変化する自然公物

である河川の状態を測量、点

検等で常に、適切に監視し、

データを集積する。

（実施項目事例）

・河川巡視、施設点検

・測量観測、横断測量

・堤防等目視モニタリング

監視、評価結果に基づき、機

動的に河川管理施設の改善を

実施し、効率的かつ効果的な

施設の機能維持を図る。

（実施項目事例）

●堤防管理

・堤防補修　・堤防除草

●河道管理

・護岸補修

・河道内樹木管理

●施設管理（水閘門等施設）

・機械設備修繕、施設更新  等

各河川の規模や特性に応じて、維

持管理計画を作成。重点箇所や具

体的な維持管理内容を計画。

調査、点検結果を河川

カルテとして記録し、

データベース化。

監視結果より、管理する河川の

河道状態、施設の状態を評価す

る。 地域社会情報共有

地域社会

協

働

実

施

調査、点検結果を河川カルテとし
て記録し、データベース化

河川カルテの作成

◆ 河川の維持の目的、種類及び施工の場所

維持管理の実施にあたっては、鳴瀬川の河川特性を踏まえ、河川管理上の重点箇所や実施内容など、具体的な維持管

理の計画を作成するとともに、河川の状態変化の監視、状態の評価、評価結果に基づく改善を一連のサイクルとした「サイ

クル型維持管理」により効率的・効果的に実施します。

また、河川は常に変化する自然公物であるため、状態把握を確実に実施し、その結果を河川カルテとして記録・保存し、

河川管理の基礎データとして活用します。

維持管理の実施にあたっては、鳴瀬川の河川特性を踏まえ、河川管理上の重点箇所や実施内容など、具体的な維持管

理の計画を作成するとともに、河川の状態変化の監視、状態の評価、評価結果に基づく改善を一連のサイクルとした「サイ

クル型維持管理」により効率的・効果的に実施します。

また、河川は常に変化する自然公物であるため、状態把握を確実に実施し、その結果を河川カルテとして記録・保存し、

河川管理の基礎データとして活用します。

サイクル型維持管理のイメージサイクル型維持管理のイメージ



3Ⅱ.河川維持管理の基本的な方針

維持管理にかかる計画の充実と実施体制の再構築
【ハード対策】

維持管理にかかる計画の充実と実施体制の再構築
【ハード対策】

堤防除草 河川管理施設の点検

＜日常の維持管理項目＞

河川巡視

・日常の維持管理をより計画的に実施するための体制を再構築

河川管理施設の老朽化対策を必要に応じて実施

・日常の維持管理をより計画的に実施するための体制を再構築

河川管理施設の老朽化対策を必要に応じて実施

◆地震・津波対策

宮城県沖地震の津波対策

◆流下阻害となっている樹木について、周辺環境
に配慮しつつ伐採を実施するとともに、樹木群を
適正に維持・管理する

・現地調査及び水理解析により流下阻害となる地区を抽出し、

伐採・モニタリング等適正な管理を行う

・伐採にあたっては、特定種や鳥類の生息環境等に配慮すると

ともに、学識者等の 意見も踏まえ実施する

・伐採方法は極力皆伐を避け、周辺環境に配慮した間伐を主体

に行う

・現地調査及び水理解析により流下阻害となる地区を抽出し、

伐採・モニタリング等適正な管理を行う

・伐採にあたっては、特定種や鳥類の生息環境等に配慮すると

ともに、学識者等の 意見も踏まえ実施する

・伐採方法は極力皆伐を避け、周辺環境に配慮した間伐を主体

に行う

適切な管理を実施

・流下阻害にならないよう適正に管理し、樹木群の環境面
の機能を考慮しつつ必要に応じて伐採を実施する

必要に応じて伐採 樹林地拡大前に伐採

河道の維持管理【ハード対策】河道の維持管理【ハード対策】

水位上昇の抑制

・河川管理施設の耐震性を調査し、必要

に応じて対策を実施

・迅速かつ適切なゲート操作を実施するた

め、遠隔操作施設の整備を行う

・河川管理施設の耐震性を調査し、必要

に応じて対策を実施

・迅速かつ適切なゲート操作を実施するた

め、遠隔操作施設の整備を行う

出典：「宮城県地震被害想定調査に関
する報告書」（平成16年3月）宮城県防
災会議地震対策等専門部会

津波の河川遡上 遠隔化遠隔化

遠隔化によるゲート開閉
地震発生！

◆日常の維持管理

予測震度分布図
＜宮城県沖地震(単独)＞



4

河川ごとの３～５年間の維持管理の河川ごとの３～５年間の維持管理の
内容を定める内容を定める

Ⅱ.河川維持管理の基本的な方針

河川維持管理計画河川維持管理計画 河川維持管理実施計画河川維持管理実施計画

年間の維持管理のスケジュールを具年間の維持管理のスケジュールを具
体的に定める体的に定める

効果的・効率的な維持管理を実施するために必要な「維持管理基準」の設定効果的・効率的な維持管理を実施するために必要な「維持管理基準」の設定

維持管理に関する具体的内容を策定する維持管理に関する具体的内容を策定する

地域住民の自主防災意識向上に資する機会の提供に努めるとと

もに、市町村が実効性のあるハザードマップを作成するための支援

を行う

地域住民の自主防災意識向上に資する機会の提供に努めるとと

もに、市町村が実効性のあるハザードマップを作成するための支援

を行う

◆自主防災意識の啓発

ハザードマップ作成・普及への支援（大崎市鹿島台の例）

地元自治体と連携して重要水防箇所点検や合同巡視を行うなど、

協力体制を強化して対応する

地元自治体と連携して重要水防箇所点検や合同巡視を行うなど、

協力体制を強化して対応する

危機管理の観点から見た河川管理の充実【ソフト対策】危機管理の観点から見た河川管理の充実【ソフト対策】

Ｈ１５宮城県北部地震被災Ｈ１５宮城県北部地震被災
Ｈ１７危機管理演習（地震）実施Ｈ１７危機管理演習（地震）実施
Ｈ１８危機管理演習（洪水）実施Ｈ１８危機管理演習（洪水）実施

洪水・地震・事故等の発生を想定した訓練

◆水防活動への支援強化

水防訓練の実施 重要水防箇所の巡視


